
御蔵島小中学校長 様 
 
 

コロナウィルス感染症による出席停止解除の連絡票 
 
 

  年  児童・生徒名              
 

 

受診した医療機関名  

受 診 日 年  月  日 

登校を再開する日 年  月  日 

 

 

（平常時の体温：  . 度） 

症状 体温測定月日 測定時間：体温 測定時間：体温 備考欄 

0 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

1 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

2 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

3 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

4 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

5 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

6 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

7 日目  月  日 午前  時ごろ：     度 午後  時ごろ：    度  

 
 
下記のとおり、発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過しまし
たので、本日より登校いたします。 
＊「症状が軽快」とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある」こと。 

 

  年  月  日 

 

 

 

保護者氏名           ㊞  

 

 



学校におけるコロナウィルス感染症出席停止期間 
 

〇学校においては、コロナウィルス感染症の出席停止期間は、「発症の翌日から 5 日を経

過」し、かつ「解熱した後 1 日」となっています。（学校保健安全法施行規則第 19 条）

なお、発症当日、解熱当日を 0 日目として計算します。 

 

〇発症日とは、医療機関に受診した日ではなく、症状（発熱など）が始まった日です。 

 

〇解熱とは、体温が平常時の体温に戻ることです。 

 

＊「症状が軽快」とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあ

る」こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後は、解熱した日によって出席停止期間が順次変更されますが、発症後 5 日目を経過

して解熱しない場合は、追加の検査が必要かもしれませんので、診療所にご相談くださ

い。 

発症０日目 発症１日目 発症２日目 発症３日目 発症４日目 発症５日目 発症６日目 発症７日目 発症８日目 発症９日目

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

　　/

　　　　℃

例１
発症後１日目に

軽快した場合
発熱 軽快

軽快後

１日

発症後

３日

発症後

４日

発症後

５日
登校可能

例２
発症後２日目に

軽快した場合
発熱 発熱 軽快

軽快後

１日

発症後

４日

発症後

5日
登校可能

例３
発症後３日目に

軽快した場合
発熱 発熱 発熱 軽快

軽快後

１日

発症後

5日
登校可能

例４
発症後４日目に

軽快した場合
発熱 発熱 発熱 発熱 軽快

軽快後

１日
登校可能

例５
発症後５日目に

軽快した場合
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快

軽快後

１日
登校可能

例６
発症後６日目に

軽快した場合
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快

軽快後

１日
登校可能

例７
発症後７日目に

軽快した場合
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快

軽快後

１日
登校可能

新型コロナウイルス

月/日

体温


